
特名随意契約理由書 

 

（１）案件名称 

   大阪市西成区役所 行政キオスク端末・申請書作成支援システムの案内等業務

委託 

 

（２）契約の相手方 

   アルティウスリンク株式会社 

 

（３）随意契約理由 

 令和７年２月より西成区役所の住民情報待合に証明書交付対応の行政キオスク端

末を設置し、全国のコンビニエンスストアにおける証明書の発行を市民に体験いた

だき、理解や利用を広めコンビニエンスストアでの証明書の取得を促進し、証明書

発行窓口での市民の待ち時間の短縮や混雑緩和をめざす。また、令和７年３月より

申請書作成支援システムを設置し、個人番号カードをもとに必要な情報が予め印刷

された申請手続き書類が出力できるようにすることで、申請手続きの簡易化をめざ

す。今般、上記機器の案内員１名を新たに配置し、市民の利用を補助促進する。 

一方、西成区役所では、大阪市における「民間にできることは民間に委ねる」と

いう考え方のもと、市民サービスの向上と効率的な業務運営に向けて、証明書発行

や届出処理業務を含む、住民情報に関する窓口業務（窓口処理業務・郵送等処理業

務）、手数料の徴収・収納業務、フロアマネージャー業務、その他関連業務について

「区役所住民情報業務等委託（以下、「本件窓口業務委託」という。）」として、公募

型プロポーザル方式により事業者選定のうえ業務委託を行っている。 

 今回の行政キオスク端末の設置により、証明書発行について、窓口での発行に加

え、行政キオスク端末での発行が可能となるが、行政キオスク端末で発行できる証

明書の種類が限定される点や各種法令等に基づき無料交付が可能な場合は行政キオ

スク端末で対応ができない点等の各種条件を踏まえて、市民の方の手続き内容や証

明したい内容を確認したうえで、窓口または行政キオスク端末のどちらで取得いた

だくのが市民にとって最適かについて都度判断する必要がある。行政キオスク端末

案内業務は、上記判断を本件窓口業務委託による窓口従事者と本契約による案内員

が密接に連携して行い、最適な取得手段へ市民を円滑につなぐためのものである。 

また、申請書作成支援システム案内業務については、上記判断において行政キオ

スク端末ではなく窓口を案内する必要があるとした場合に、市民に同システムによ

る申請書類の出力を促し、提出先である本件窓口業務委託による窓口従事者へ連携

するものである。 



行政キオスク端末の金銭管理業務については、地方自治法に定められる収納受託

事業者である本件窓口業務委託の受託事業者が既に行っている窓口の収納業務とあ

わせて、行政キオスク端末の収納業務を行うことで業務運営の効率化につながるも

のである。 

いずれの業務も、本件窓口業務委託の受託事業者が行う業務と一体的に業務を行

わなければ、求める目的を達成することができず、分離して実施することが著しく

困難（密接不可分）な業務であり、同一業者以外の者に履行させた場合、責任の所

在が不明確になるなど、著しい支障を生じる恐れがあり、市民にも混乱や不利益を

生じさせる恐れがある。 

 以上の理由から、地方自治法施行令 167 条の２第１項第２号により同社と特名随

意契約を締結する。  

 

（４）根拠法令（随意契約理由番号） 

   地方自治法施行令 167 条の２第１項第２号 

 

（５）担当部署 

   西成区役所窓口サービス課（電話番号 06-6659-9963） 

 



随意契約理由書 

 

 

１ 案件名称 

   西成区結核健診受診勧奨業務委託（花園南地区他） 

 

２ 契約の相手方 

   TETRAPOT 株式会社 

 

３ 随意契約理由 

委託事業者の選定にあたっては、単に価格による競争入札によるものではなく、本

事業の業務内容について、民間事業者の持つノウハウや幅広い知識と経験、専門性を

活用するため、公募型企画競争方式（プロポーザル方式）を採用した。 

令和６年 12 月 19 日に開催された「西成区結核健診受診勧奨業務委託（花園南地区

他）」委託事業者選定会議において、総合的に優れた提案を行った事業者である「ＴＥ

ＴＲＡＰＯＴ株式会社」を実施事業者と決定したため、地方自治法施行令第 167条の 2

第 1項第 2号の規定に基づき当該事業者と随意契約を行う。 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

 

５ 担当部署 

   西成区役所保健福祉課 結核対策 （電話番号 06-6659-9969）  

 


